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P 1 1  

P 3 3 10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です 

P 3 4  

P 4 5  

  

P 2 2  

ハローワークから始まるお仕事探し・人材確保 

大分公共職業安定所広報 

2024 年 10 月号 

1 
大分県最低賃金（地域別）は、時間額  954 円 に変わります。 

令和 6 年 10 月 5 日から適用されます。 
 

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。 

大分県最低賃金は、年齢に関係なく、正社員、パートタイマー、

派遣労働者、学生アルバイト等を含め大分県内で働くすべての 

労働者に適用されます。なお、産業によっては、特定（産業別）

最低賃金が定められているものがあります。 

●最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 

●最低賃金には次の賃金・手当は算入されません。 

① 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

② 1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

③ 時間外・休日・深夜労働割増賃金 

④ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

 
最低賃金についてのお問い合わせ先 
 
大分労働局 労働基準部 賃金室  097-536-3215 

大 分 労 働 基 準 監 督 署  097-535-1511 

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/ 

最低賃金制度 検索 

10 月 5 日
か ら 適 用
されます 
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雇用保険を受給できない求職者の方などが職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を 

目指すための制度です。民間教育訓練機関は厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。 

●受講者は無料で訓練を受けられます。（テキスト代等は除く） 

また、一定要件を満たせば、訓練期間中、職業訓練受講給付金の支給を受けられます。 

●訓練実施機関は訓練が適切に行われた場合、奨励金の支給を受けられます。 

求職者支援訓練とは？ 

2 
《事業主の皆さまへ》 

貴社のトレーニング力を活かして、 
早期就職を目指す求職者のスキルアップをサポートしませんか。 

求職者支援訓練のメリット 

●貴社の特徴にあわせて訓練コースを設定 

できます。 

●人材、施設を有効活用できます。 

●訓練にあわせて各種奨励金が用意されて 

います。 

当機構が訓練の運営をサポートします！ 

●訓練内容や申請書類についての相談 

●認定申請時の説明会の開催 

●訓練運営や受講者指導のノウハウに関する 

講習の実施など 

こ の制 度を利用 して、 全国 約     の民間 教育訓 練機 関が訓 練を実施 しています。 

実施機関のみなさまから、続々反響！！ 

 ・修了生の就職企業から感謝の声をいただき、訓練を実施して 
良かったと実感しました。 

・講師のスキルを活かし、事業拡大ができました。 
・空き教室や設備を有効活用することができました。 

（お問い合わせ先） 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

大分支部 求職者支援課 

☎ 097-522-2188 

 

☑ 過去３年間以内に実施した同期間及び同時間程度の訓練実績   ☑ 実務訓練を有する講師を配置できる  

☑ 講師・訓練責任者・苦情処理者・事務担当者の配置       ☑ 訓練を実施する十分な広さの教室 

☑ キャリアコンサルタントの配置 

☑ 民間教育訓練機関における「職業訓練サービスガイドライン」に関する研修を修了  など 

01訓練の実施に当たって必要なものは？ 

02訓練実施奨励金とは？ 

訓練実施機関は、受講者数や就職率に応じた訓練実施奨励金の支給が受けられます。    

①基本奨励金 

●基礎コース６万円×受講者数×月  ●実践コース５万円×受講者数×月 

②付加奨励金（実践コースのみ） 修了者等の雇用保険適用就職率に応じた額 

●35～59％ １万円×受講者数×月  ●60％以上 ２万円×受講者数×月 

③保育奨励金（託児サービス支援付きの訓練を実施した場合） 

 児童１名当たり６万６千円を上限とした実費×月 
 
デジタル分野の奨励金特例（上乗せ等） ※令和９年３月 31 日まで適用 

①IT分野またはWebデザインコースのうちDX推進スキル標準対応コースについて基本奨励金の上乗せ等 

②IT分野またはWebデザインコースについて一定の要件を満たす企業実習を実施した場合の実習促進奨励金 

③eラーニングコースかつ IT分野またはWebデザインコースに係る情報通信機器整備奨励金 

民間教育訓練機関に対して、認定基準等の説明、カリキュ 

ラムの作成に係わるアドバイス等の相談援助を行っており 

ます。カリキュラム作成ナビを機構ホームページに掲載し 

カリキュラム等の円滑な作成を支援しております。 

03訓練計画の策定に関する相談・援助 

※令和５年度実績 
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この度、ハローワーク大分オアシス庁舎 
  
の公式インスタグラムを開設しました。 

 
就職に役立つ情報や各種セミナー・イベ 

 
 ント等の情報を随時配信いたしますので、 

 
ぜひフォローをお願いします 
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　◆ハローワーク大分　本庁舎 　　◆ハローワーク大分　ＯＡＳＩＳ庁舎

　〒870-8555　　大分市都町4丁目1-20

　　　　　　　　　　　(オアシスひろば２１　B1F)　　　　ＯＡＳＩＳひろば２１　地下1F

○職業相談・紹介 ☎  534-8684 　　○職業相談コーナー ☎  538-8622

○雇用保険受給手続 ☎  538-0800 　　○マザーズコーナー ☎  533-6969

○求人募集 ☎  534-8609 　　○人材サービスコーナー ☎  538-8622

　 事業所援助

○雇用保険適用 ☎  534-8609 　　○職業訓練相談コーナー ☎  534-8680

　 資格取得・喪失手続

　◆ハローワーク大分　分庁舎 　　○大分わかもの支援コーナー ☎  538-9111

〒870-0034大分市都町4丁目2-29 東海ビル2Ｆ

　○生活・就職支援センター ☎  538-8631 　　○正社員チャレンジコーナー ☎  538-9111

　　（就職氷河期世代支援窓口）

　○大分県中高年齢者就業支援センター ☎  538-8640

　　○学生コーナー ☎  533-8600

代表☎　097-538-8609（ハローワークコールセンター）

１
Ｆ

２
Ｆ

　〒870-0029  大分市高砂町2-50

12,066 ＊＊＊ ＊＊＊ 12,286

新     規     求     人     倍      率
＊＊＊

求
職

新 規 求 職 申 込 件 数

7,499

1,366

    紹　  　      介   　　    件         数 1,151 491 660 1,547

月 間 有 効 求 職 者 数

求
人

新 規 求 人 数 4,243

月 間 有 効 求 人 数

1,670

13,164

3,165

＊＊＊ ＊＊＊

1.57

4,235

＊＊＊

578 788

4,691

499181

522

1.63
2.81

171

4,334 7,839 8,062

1,464

1,638

171,350 91,744

① 　新規求人数は4,243人と前年同月比で9.6％（448人）減少した。主要産業別では、前年同月に比べ、情報通信
業、運輸業・郵便業が259人と41.0％（180人）、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業が985人と15.5%（181人）減少
した。

② 　月間有効求職者数は、7,499人と前年同月比7.0％（563人）減少した。 雇用保険受給資格決定人数は、444人
と前年同月比で22.4％（128人）減少した。

③ 　有効求人倍率（原数値）は1.61倍と前月比で0.04ポイントの増加、前年同月比で0.02ポイントの減少となった。
大分県全体の有効求人倍率（季節調整値）は、1.35倍と前月比で0.04ポイントの増加、前年同月比は0.05ポイントの
減少となった。

 有   効   求  人  倍   率  （原数値）

適 用 事 業 所 数 10,13910,100 ＊＊＊ ＊＊＊

171,61579,606 171,962月 末 被 保 険 者 数

1.61

雇
用
保
険

受 給 資 格 決 定 件 数 444

842 1,478 2,576

    就 　       　職　       　件　       数 410 239 539

2,478受 給 者 実 人 員
10,081

＊＊＊
3.11 ＊＊＊ 2.59

572

2,320

263

令和6年8月

項　　　　　目 計 男 女 前月 前年同月
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１年間の動き


